
空白地域解消推進協議会 演習

「我が町に日本語教室を！
外国人数１００人と１０００人の自治体の
日本語教室立ち上げ事例から」

堀 永乃（一般社団法人グローバル人財サポート浜松 代表理事）



在留外国人数は ２５６万１８４８人
外国人労働者は 約１２８万人

（2017年末現在）



多文化共生までのあゆみ

在日コリアンの定住化と人権戦後～80年代
• 特別永住者や中国残留邦人等への対応

経済大国「日本」へ～地域外交と国際交流〜1980年代
• 国際交流の推進（姉妹都市交流、市民レベルで文化体験など）

「顔の見えない外国人」の定住化1990年代
• デカセギと呼ばれる南米系外国人の増加に伴う課題の対応

• 国際協力の推進（例；途上国への支援）

外国人住民施策の体系化～「生活者」としての外国人2000年代～
• 外国人集住都市会議（2001年 浜松宣言）

• 総務省「地域における多文化共生推進プラン」策定（2006年）



• 1990年の入国管理及び難民認定法の改正により、日本にルーツのある日
系人の受け入れが始まった。

→そのため製造業を中心に南米系外国人の来日が増加

• 1993年「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」により、
在留資格「特定活動」の一類型として技能実習制度が創設された。

→技術移転を名目にするも「労働者」としてのアジア系外国人が来日。ただし、
技能実習制度には様々な課題が山積している

• 2008年外国人留学生30万人計画（平成15年に10万人計画を達成）
→外国人留学生の受け入れと卒業後の就労を支援

• 2008年3月総務省「地域における多文化共生推進プラン」策定
• 2012年高度人材ポイント制度による出入国管理上の優遇制度
→「国内の資本・労働とは補完関係にあり，代替することが出来ない良質な人
材」であり，「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに，日本人との切
磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し，我が国労働市場の
効率性を高めることが期待される人材」の受け入れ促進



• 2018年（7月〜）日系４世の受け入れ
海外に住む１８～３０歳の日系４世について日本で自由に働ける「特
定活動」の在留資格で、最長３年間（１年間ごとに更新）の滞在を認め
る。原則として家族は帯同できず、日本語で日常会話や読み書きがで
きることを来日や資格更新の要件にする

• 2019年？単純労働者の受け入れ
（経済財政運営の基本方針「骨太の方針」（2018年６月）に盛り込む？）
慢性的な人手不足に陥っている「建設」「農業」「宿泊」「介護」「造船」
の5分野を対象に、新設する「特定技能評価試験」（仮称）に合格すれ
ば就労資格を得られるようにする。

→2025年までに５０万人超えを目指す

→３年→５年→１０年→永久的に・・・





外国人観光客の誘致・国内商品の販売促進

経済効果



外国人労働者の受け入れは加速する

人材確保



外国人労働者と日本語教室
•団体管理型（海外支社）の転勤や研修により来日し雇用形態にある外国人
→本社企業による

高度人材としての外国人労働者は専門の研修機関により来日後の日本語
教育を十分に受けることができる

•派遣や請負での雇用形態にある外国人
→派遣会社による

•技能実習制度を活用して雇用形態にある外国人
→受け入れ機関および受け入れ企業による

安価な労働力としての外国人労働者（優良な機関を除く）は来日後の日本語
教育を十分受けることができない

日本語ボランティアによる地域の教室に委ねられるように・・・

日本語ができないと業務上困る

通訳がいるので日本語が
できなくても大丈夫



日本語教室は外国人の抱える課題解決の手法から
多文化共生のための手法へと展開していく

正しい情報（知識）

文化・習慣の違いによる
トラブルの解決

不利な条件の解消

成長欲求

関係欲求

生存欲求

アルダーファのERG理論

外国人の自己実現日本人の自己実現

持続可能な社会の実現



外国人を取り巻く環境とコミュニティ

会社・工場・ア
ルバイト先

学校

日本語学校

家族・友人

サークル・部
活

自治会・PTA

教会・宗教団
体



地方自治体が多文化共生を推進する意義
入国した外国人の地域社会への受入れ主体として、行政サービスを提供する役割を
担うのは主として地方自治体であり、多文化共生施策の担い 手として果たす役割は
大きい。
地方自治体が多文化共生施策を推進することは、「国際人権規約」、「人種差別撤廃
条約」等における外国人の人権尊重の趣旨に合致する。 また、世界に開かれた地域
社会づくりを推進することによって、地域社会の活性化がもたらされ、地域産業・経済
の振興につながる。
さらに、多文化共生のまちづくりを進めることで、地域住民の異文化理解力の向上や
異文化コミュニケーション力に秀でた若い世代の育成を図ることも可能となる上に、多
様な文化的背景をもつ住民が共生する地域社会の形成は、ユニバーサルデザインの
視点からのまちづくりを推進することにもなろう。

総務省 多文化共生に関する研究会報告書（2006年３月）より堀抜粋



地域日本語教育は、
持続可能な社会の構築のための手段である



空白地域の状況

○全市区町村数 １，８９６

○「生活者としての外国人」のための日本語教室が開設されていない
市区町村（空白地域）数

１，２０９【全体の６３．７％】

○空白地域に住んでいる外国人数 約５５万人（約２５％）

（文化庁日本語教育実態調査）



主体 役割分担の内容

国
日本語教育の目標及び標準的な内容・方法，
体制整備の在り方，評価の方法等について
の指針…

都道府県 域内の実情に応じた日本語教育の体制整備，
内容等の検討・調整…

市町村 日本語教育の内容等の具体化，地域におけ
る指導者の養成…

（平成２１年１月報告）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 報告資料より

①体制整備 ⇒ 国・都道府県・市町村の役割分担



（平成２１年１月報告）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 報告資料より

②各機関の連携協力の在り方
…国と都道府県，都道府県と市区町村の連携のほか
省庁間，都道府県間，市町村間の連携，
関係団体とのネットワークも重要

③コーディネート機関・人材の必要性
…都道府県及び市町村においては，日本語教育のコーディネート
機能を自治体等の本来業務として位置付け，それを担う人材を
できる限り常勤職員として配置することが重要。

④「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の大枠
・ 日本語教育の目的・目標
・ 標準的な教育内容（生活上の行為）



地域日本語教育スタートアッププログラム

○対象

・「生活者としての外国人」を対象とした日本語教室がこれまで開設
されていない地域（空白地域）

・地方公共団体（国際交流協会含む）が応募

○内容

・日本語教室の立ち上げに向けた準備・体制整備

・地域日本語教育アドバイザー（文化庁が委嘱）を派遣支援

・現地で活動するコーディネーターの支援



考えてみましょう

•目指すべき地域（社会）の未来像
•日本語教室は、
誰のための？

何のための？

どうやって？


